
 

  

苦情処理規定 

MESSEWORLD スポーツ保育園 あすと園 



苦情解決に関する規程 

（目的）  

第１条 この規程は、企業主導型保育事業所 MESSE WORL スポーツ保育園あすと園が提

供する保育サービスに係る苦情解決について、適切な対応を図り、もって MESSE WORL

スポーツ保育園あすと園利用乳幼児及びその家族（以下「利用者という。」）の信頼に応える

とともに、保育サービスの向上に努めることを目的とする。  

（苦情解決責任者及び苦情受付担当者の設置）  

第２条 保育サービスに対する苦情の解決を図るため、保育サービスを提供する MESSE 

WORL スポーツ保育園あすと園に苦情解決責任者及び苦情受付担当者を置く。  

２ 苦情解決責任者 【MESSE WORL スポーツ保育園あすと園園長 菊地隆弥】 

３ 苦情受付担当者 【MESSE WORL スポーツ保育園あすと園 後木健吾】  

（苦情受付担当者の業務）  

第３条 苦情受付担当者は、次の業務を行う。  

 （１）利用者等からの苦情の受付  

 （２）苦情の内容、利用者等の意向の確認及び記録  

 （３）受け付けた苦情及び苦情の改善状況等について、苦情解決責任者並びに第三  

 者委員への報告  

（第三者委員の委嘱）  

第４条 苦情解決にあたり、社会性や客観性を確保するとともに、利用者の立場や  

 特性に配慮した適切な対応を図るため、公平・中立な立場にある第三者委員を置く。 

２ 第三者委員の人数は、1 名とする。  

３ 第三者委員は、MESSE WORL スポーツ保育園あすと園において選考し、事業の実施

者が委嘱する。 【第三者委員 泉清光】 

４ 第三者委員は、次に掲げる業務を行う。  

 （１）苦情受付担当者から受け付けた苦情内容の報告聴取  

 （２）苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知  

 （３）利用者からの苦情の直接受付  

 （４）苦情申出人に対する助言  

 （５）苦情申出人及び苦情解決責任者との話し合いにおける立会い及び助言  

 （６）苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取  

 （７）施設の日常的な活動状況の把握及び利用者からの意見聴取 
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第 5 条 苦情解決責任者は、利用者等に対し、保育サービスに係る苦情解決の仕組み  

 について周知を図るものとする。  

（苦情の受付等）  

第 6 条 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情を随時受け付けるものとする。なお、 

 第三者委員も利用者等から直接苦情を受け付けることができるものとする。  

２ 苦情受付担当者は、利用者から苦情の申出があったときは、次に掲げる事項を  

 聴取して苦情受付書（第１号様式）に記録するとともに、その内容を苦情申出人に  

 確認するものとする。  

 （１）苦情の内容  

 （２）苦情申出人の希望等  

 （３）第三者委員に対する報告の希望の有無  

 （４）苦情申出人及び苦情解決責任者の話し合いにおける第三者委員の助言及び  

 立会の希望の有無  

（苦情受付の報告等）  

第 7 条 苦情受付担当者は、前条の規定により受け付けた苦情の内容を苦情解決責任  

 者及び第三者委員（前条第２項第３号に規定する報告の希望があった場合に限る。） 

 に報告するものとする。  

２ 苦情受付担当者は、投書等により匿名による苦情が寄せられた場合においても、 

 苦情解決責任者及び第三者委員に報告するものとする。  

３ 第三者委員は、苦情受付担当者から苦情内容の報告を受けたときは、内容を確認  

 するとともに、苦情申出人に対してその旨を苦情受付通知書（第２号様式）により  

 通知するものとする。  

４ 第三者委員は、苦情申出人から直接苦情を受け付けたときは、その苦情の内容を  

 苦情解決責任者に報告するものとする。  

（話し合い）  

第 8 条 苦情解決責任者は、苦情申出人との話し合いによる解決に努めるものとする。 

 その際、苦情申出人又は苦情解決責任者は、必要により第三者委員の助言を求める  

 ことができる。 
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２ 第三者委員は、第７条第２項第３号及び第４号に規定する場合を除き、苦情申出  

 人又は苦情解決責任者の要請に基づき、その話し合いに立ち会うものとする。この  

 場合、第三者委員は、苦情内容の確認並びに解決策の調整及び助言を行うものと  

 する。  

３ 苦情受付担当者は、苦情申出人及び苦情解決責任者の話し合いに同席するととも  

 に、苦情受付書にその経過及び結果を記録し、出席者の確認を受けるものとする。 

（記録等）  

第 9 条 苦情受付担当者は、当該事案の経過及び結果を苦情受付書に記録するもの  

 とする。  

２ 苦情解決責任者は、一定期間ごとに事案の経過及び結果を取りまとめ、第三者  

 委員に報告するものとする。  

３ 苦情解決責任者は、苦情解決にあたり苦情申出人に改善を約束した事項等がある  

 ときは、苦情申出人及び第三者委員に対し、苦情に関する結果報告書（第３号様式） 

 によりその結果を報告するものとする。  

（公表）  

第１0 条 苦情解決責任者は、苦情申出人の個人情報に関するものを除き、申し出の  

 あった苦情の解決結果について、MESSE WORL スポーツ保育園あすと園の掲示板等へ

の掲示、又は毎月発行する園だより等に掲載し、苦情に関する結果を公表するものとする。  

（守秘義務）  

第１1 条 苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員、その他苦情解決事務に  

 携わる者は、苦情申出人の氏名、苦情相談の内容その他苦情相談により知り得た  

 情報を他に漏らしてはならない。  

（補則）  

第１2 条 この規定に定めるほか、必要な事項は事業の実施者が別に定める。  

（附則）  

 この規定は、21019 年 4 月 1 日から施行する。 
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（第１号様式） 

苦情受付書 

申出人の氏名  

 

申出人の住所  

 

苦情内容  

 

 

 

申出人の希望等 
第三者委員に対する  

報告の希望の有無 

話し合いの場における第三者委員の

助言及び立会希望の有無 

 

有 ・ 無 有 ・ 無 

（申出人の確認）  

上記のとおり、相違ありません。  

年   月   日  

＜住 所＞  

＜氏 名＞                    印 

経過及び結果 
年   月   日    

 

 

確認者       
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経 過 及 び 結 果 

 

 

 

 

 

年   月   日   

確 認 者 

 

      

 

 

 

経 過 及 び 結 果 

 

 

 

 

 

年   月   日   

確 認 者 

 

      

 

 

 

経 過 及 び 結 果 

 

 

 

 

 

年   月   日   

確 認 者 
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（第２号様式） 

苦情受付通知書 

申 出 人 の 氏 名 
 

申 出 人 の 住 所 
 

 

苦 情 内 容 

 

 

 

 

 

 

申出人の希望等 

第三者委員に対する 

報告の希望の有無 

話し合いの場における第

三者委員の助言及び立会

希望の有無 

 有 ・ 無 有 ・ 無 

（第三者委員の確認） 

 上記のとおり、苦情受付担当者より報告を受けたことをご報告いたします。 

   年   月   日 

    ＜住 所＞ 

    ＜氏 名＞ 

                             印 
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（第３号様式）  

結果報告書 

 

 

申出の概要 

申 出 年 月 日 
 

申 出 者 の 氏 名 
 

申 出 の 内 容 
 

要 望 事 項 等 
 

改 善 に つ い て 

約 束 し た 事 項 

 

経 過 の 概 要  

 

 

 

 

 

改善事項について

の措置の内容等 

 

 

 

 

 

上記のとおり、改善結果についてご報告いたします。 

    年   月   日  

MESSE WORLD スポーツ保育園 苦情解決責任者               印 
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＜苦情処理対応フロー＞ 

 

サービス利用者 

（保護者） 

意見・要望等の受付担当者 

(意見・要望などの受付・記録) 

苦情受付書(第１号様式) 

意見・要望・ご相談 

 

責
任
者
の
段
階
の
相
談
で
納
得
い
か
な

い
場
合
に
は
、
第
三
者
委
員
会
に
直
接
相

談
し
、
話
し
合
い
へ
の
立
ち
合
い
、
助
言

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

(

意
見
・
要
望
な
ど
の
内
容
の
確

認
・
報
告
を
受
け
た
旨
の
通
知
を

行
い
ま
す
。) 

第三者委員会  

（相談窓口）  

（必要に応じて話し合いに立ち会います）

第三者委員会 （相談窓口） （必要に応じ

て話し合いに立ち会い 

苦情受付通知書(第 2 号様式) 

報告 

 

意見・要望等の相談解決責任者 

 （話し合いにより意見・要望等を解

結果報告書(第３号様式)決します。） 

結果報告書(第３号様式) 
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